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会社の業務の適正を確保するための体制の整備および運用状況 
 

 

（1）整備状況 

当社は、取締役会において、「会社の業務の適正を確保するための体制」を決議していま
す。その内容は、次のとおりです。 

 
当社は、業務の適正を確保するため、次の体制を整備するとともに、これを有効に機能さ

せ、株主、お客さまをはじめとするステークホルダーから信頼・選択される企業となるよう
に努める。 
① 経営管理に関する体制 

ア．業務執行に関する体制 
・取締役会は、原則として毎月１回開催し、法令・定款所定の決議事項および会社の業

務執行を決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして、取締
役の職務執行を監督する。また、社外取締役により、社外の視点から監督を行う。 
監査等委員会は、業務の執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査する。 

・業務執行における重要な事項について多面的に審議するため、経営執行会議を設置す
る。経営執行会議は、原則として毎月１回以上開催し、取締役会に付議する事項およ
び社⾧が決定すべき経営上の重要事項を審議するとともに、業務執行の状況等に関す
る報告を受ける。 

・経営の意思決定・監督と執行の分離および迅速な業務執行を実現するため、執行役員
制度を採り、役付執行役員および執行役員を置く。 

・経営の意思決定と特定分野の業務執行との乖離を防止するため、取締役会において適
宜、役付執行役員、執行役員、参与および使用人に執行状況の報告や議案の説明等を
させる。 

・取締役ならびに役付執行役員、執行役員、参与および使用人（以下「取締役等」とい
う｡）の職務執行の適正および効率性を確保するため、会社規程等において、各部門 
（本部、本店の部をいう。以下同じ。）および各部署の業務分掌ならびにそれらの⾧
の権限等を定める。 

また、取締役等は、業務執行状況について、適時に、取締役会、経営執行会議また
は上位者に報告する。 

・取締役等の意思決定の適正を確保するため、決裁手続きにおいて、起案箇所、関係部
門および審査部門による審査を行う。 

・取締役等の職務執行に係る情報の保存および管理を適正に行うため、会社規程等にお
いて、取締役会議事録、経営執行会議資料、決裁文書等の作成、保存および管理に関
する事項を定める。 
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イ．内部監査に関する体制 
・取締役等の職務執行の適正および効率性を確保するため、執行部門から独立した組織

として社⾧直属の内部監査部署を設置する。内部監査部署は、各部門の業務の執行状
況等を定期的に監査し、その結果を、社⾧に報告するとともに、必要に応じ各部門に
改善を勧告する。また、重要な事項等については取締役会に直接報告する。 

 
② リスク管理に関する体制 

・全社および各部門のリスク管理が適正に行われるよう、組織、権限をはじめとする会社
規程等を整備する。 

・経営に重大な影響を与えるリスクについては、経営企画部署および各部門が、経営計画
の策定および重要な意思決定にあたり、毎年定期的かつ必要に応じて把握・評価し、経
営執行会議において審議を受けるとともにこれを管理する。また、毎年定期的かつ必要
に応じて、取締役会において審議・報告する。 

・安全・品質をはじめとする各部門の業務に係るリスクについては、各部門の⾧が、これ
を把握・評価・管理する体制を整備するとともに、毎年定期的かつ必要に応じ、その体
制、運用状況を点検する。また、各部門の計画の策定・実行にあたっては、各部門の業
務に係るリスクを把握・評価し、その結果に基づいてこれを管理する。 

・法令等に従って財務報告を適正に行うために、組織および会社規程等を整備し、適切に
運用する。 

・非常災害その他当社の財産、社会的信頼等に重大な影響を与える事象が発生した場合の
情報伝達および対応について会社規程等に定めるとともに、これらの事象が発生した場
合に備え定期的に訓練等を実施する。 

・内部監査部署は、必要に応じて内部監査を行う。 
 

③ コンプライアンスに関する体制 
ア．社内体制 

・コンプライアンスの徹底を図るため、会社規程等に基づき、社⾧を委員⾧としたコン
プライアンス推進委員会を設置するとともに、本店部⾧、本店本部総括部⾧および支
店⾧・方面本部⾧等をコンプライアンス責任者とする全社的な体制を整備する。 

・コンプライアンスの定着を図るため、会社規程等に基づき、取締役およびコンプライ
アンス責任者を対象とした啓発活動を実施し、管下使用人への適切な指導・監督に当
たらせるとともに、使用人に対し各種研修を行う。 

・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、通常の業務報告経路とは別
に、内部通報の窓口「コンプライアンスホットライン」を社内および社外に設置する。
なお、コンプライアンスホットラインの利用者の保護について、会社規程等を定める。 
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・反社会的勢力との関係遮断については、対応部署を定め、会社規程等を整備するとと
もに、関連する外部専門機関と連携して対応する。 

イ．中部電力グループ体制 
・中部電力グループ・コンプライアンス推進協議会に参加し、これに基づいた取り組み

を行う。 
 

④ 監査に関する体制 
ア．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

・監査等委員会の職務を補助するため、執行部門から独立した組織として監査等委員会
直属の監査等委員会室を設置する。 

・監査等委員会室には、監査等委員会の意向を踏まえた員数の使用人を置く。 
イ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性および当該使用人に対する監査等委

員会の指示の実効性の確保に関する事項 
・監査等委員会室に所属する使用人は、執行部門の業務に係る役職を兼務せず、また取

締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮・命令を受けない。 
・取締役等（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会の指示に基づき職務

を遂行したことを理由として、監査等委員会室に所属する使用人に不利益を及ぼさな
い。 

・監査等委員会室に所属する使用人の異動および評定にあたっては、監査等委員会の意
向を尊重する。 

ウ．監査等委員会への報告に関する体制 
     取締役が指名する者は、次のとおり、職務の執行状況等について監査等委員会に報告

する。 
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事実を知ったときは、ただちに監査等委員会

に報告する。 
・部門ごとに原則として毎年1回、当該部門の業務の執行状況について監査等委員会に

報告する。 
・重要な決裁文書については決裁後すみやかに監査等委員会に回覧する。また業務執行

に係るその他の文書についても求めに応じて、監査等委員会の閲覧に供する。 
エ．監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益を受けないこと

を確保するための体制 
・取締役等（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会または監査等委員会

室に所属する使用人に報告をしたことを理由として、報告した者に不利益を及ぼさな
い。 

オ．監査費用等に関する事項 
・監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、すみやかに当該

費用等を支払う。 
カ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制 
・監査等委員は、経営執行会議およびその他重要な会議体に出席のうえ、意見を述べる

ことができるものとし、取締役等（監査等委員である取締役を除く。）は、当該意見
を尊重する。 

・社⾧は、監査等委員会と代表取締役が経営に関し意見交換する機会を設ける。 



4 

・内部監査部署および会計監査人は、監査計画の策定・実施にあたって監査等委員会と
協議するとともに、実施結果を監査等委員会に報告する。 

 
⑤ 企業グループの業務の適正を確保するための体制 

ア．親会社との関係に係る体制 
当社は、親会社である中部電力株式会社が定めるグループ経営方針、グループ運営に

関する規範に沿って密接な連携のもとに業務を執行する。 
イ．トーエネックグループの体制 
・当社グループの業務の適正および効率性を確保するため、グループ会社全般を統括す

る部署およびグループ各社を管理する部署を設置し、会社規程等に基づき、経営上の
重要事項については、協議または連絡を求めるとともに、グループ会社のリスク管理、
コンプライアンス等に関する体制を整備する。 

・グループ各社の経営に重大な影響を与えるリスクについては、各社が把握・評価し、
管理するとともに、グループ各社の社⾧等は、毎年定期的にグループを統括する部署
に報告する。 

・グループ会社の取締役等および監査役またはこれらの者から報告を受けた当社の取締
役等は、グループ会社においてグループ経営に重大な影響を与える事象が発生した場
合、当社監査等委員会に報告する。 

・当社グループにおけるコンプライアンス推進のため、各社において、コンプライアン
ス担当その他の推進体制を整備するとともに、基本方針の制定をはじめとする自律的
な取り組みを行う。 

・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、グループ各社は、当社の内
部通報の窓口「コンプライアンスホットライン」を活用する。 

・当社の取締役等は、必要に応じグループ会社の監査役を兼務する。 
・当社の取締役等は、グループ会社の監査役および取締役等との定期的な会合の場を設

け意見交換を行う。 
・当社の内部監査部署は、必要に応じてグループ会社に対して内部監査を行う。 
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（2）運用状況 
当社は、｢会社の業務の適正を確保するための体制」の運用状況を定期的に取締役会に報

告しています。その概要は、次のとおりです。 
 

（経営管理に関する体制） 
取締役会は、独立社外取締役５名を含む14名で構成されています。取締役会は15回開催し、

取締役相互の協議・意見交換を通じて、法令・定款所定の決議事項および会社の業務執行を
決定するとともに、取締役の職務執行を相互に監督しました。 

また、経営執行会議は、社⾧執行役員、副社⾧執行役員、専務執行役員の9名で構成され、
常勤の監査等委員2名およびオブザーバー5名も出席しています。経営執行会議は32回開催し、
取締役会に付議する事項および社⾧が決定すべき経営上の重要事項を審議するとともに、業
務執行の状況に関する報告を受けました。 

当社は、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制
とするため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の任期を1年とし
ています。 

社⾧直属の内部監査部署は、情報セキュリティ対策、委託工事業務に関して内部監査を実
施し、その結果を直接社⾧に報告するとともに、各部門に対して必要な改善を勧告しました。 

 
（リスク管理に関する体制） 

定期的にリスクの棚卸を実施し、認識したリスクについては、経営計画、業務計画または
日常の個別業務に反映するよう努めました。また、経営に重大な影響を与えるリスクについ
ては、その影響度と発生頻度を想定したリスクマップとして可視化し、情報共有化を図りま
した。 

非常災害その他当社に重大な影響を与え得る事案を想定し、災害対策本部立ち上げ訓練、
安否確認訓練を実施しました。 

 
（コンプライアンスに関する体制） 

社⾧を委員⾧とする定例のコンプライアンス推進委員会を２回開催し、コンプライアンス
推進活動の実施状況の報告ならびに活動計画の審議を行いました。この活動計画に従って、
外部講師によるコンプライアンスセミナー、社内報による啓蒙活動等を行うとともに、役員
が本店および全支店・方面本部に出向き直接対話する役員巡回ミーティングを行い、コンプ
ライアンス意識の高揚に努めています。また、内部通報の窓口「コンプライアンスホットラ
イン」を社内・社外に設置しており、問題の早期発見と改善に活用しています。 

反社会的勢力との関係遮断については、事業場ごとに不当要求防止責任者を選任し、公安
委員会へ届け出るとともに、警察その他の外部専門機関から情報収集を行い、必要に応じて
これらの外部専門機関に相談を行いました。 
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（監査に関する体制） 
監査等委員である取締役は取締役会で意見を述べるとともに、取締役会で経営判断原則に

則った審議がなされているか、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が適切に機
能しているかなどの視点から取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を監査
しています。 

監査等委員会室には、監査業務量を勘案し、4名の使用人を置いています。監査等委員会
室は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令系統から独立させるとともに、
監査等委員会室に所属する使用人の異動・評定にあたっては、監査等委員会の意向を尊重す
る等、監査等委員会の指示の実効性を確保しています。 

監査等委員会に対しては、定期的に部門の業務執行状況を報告するとともに、重要な決裁
文書その他の文書を回覧したほか、都度、必要な報告を行いました。 

監査等委員である取締役は、経営執行会議、コンプライアンス推進委員会等に出席し、意
見を述べました。監査等委員会と代表取締役は、経営に関し4回意見交換を行いました。ま
た、監査計画の策定・実施にあたっての協議、実施結果の報告を行うため、内部監査部署と
6回、会計監査人と11回、それぞれ意見交換を行いました。 

 
（企業グループの業務の適正を確保するための体制） 

グループ会社全般を統括する部署およびグループ各社を管理する部署を設置し、必要に応
じ協議するとともに報告を受けました。 

グループ会社のリスクについては、定期的に報告を受けたほか、コンプライアンス教育に
ついてグループ一体となった取り組みを実施しました。 

当社の監査等委員等は、必要に応じてグループ会社の監査役を兼務し、定期的に意見交換
を行いました。なお、内部監査部署は、必要に応じてグループ会社の内部監査を実施してい
ます。 

 
 



（単位：百万円）
株主資本

非支配株主 純資産

資本金 資　本 利　益 自己株式 株主資本 その他有 為替換算 退職給付に その他の 持　分 合　計

剰余金 剰余金 合　　計 価証券評 調整勘定 係る調整 包括利益

価差額金 累 計 額 累計額合計

当期首残高 7,680 6,839 99,368 △1,545 112,343 7,198 1 176 7,376 20 119,740

会計方針の変更による
累積的影響額           158      158                          158

7,680 6,839 99,527 △1,545 112,502 7,198 1 176 7,376 20 119,898

当期変動額                                                   

剰余金の配当           △2,429      △2,429                     △2,429

親会社株主に帰属する
当期純利益           8,283      8,283                     8,283

自己株式の取得                △2 △2                     △2

自己株式の処分      0      0 0                     0

                         491 204 143 839 6 845

当期変動額合計      ― 0 5,854 △2 5,852 491 204 143 839 6 6,697

当期末残高 7,680 6,840 105,381 △1,548 118,354 7,689 206 320 8,216 26 126,596

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

2021年 4月 1日から
2022年 3月31日まで

その他の包括利益累計額

会計方針の変更を反映した
当期首残高
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連 結 注 記 表  

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

(１) 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ６社 

すべての子会社を連結の範囲に含めている。 

連結子会社の名称 株式会社トーエネックサービス 

 旭シンクロテック株式会社 

 統一能科建筑安装（上海）有限公司 

 TOENEC (THAILAND) CO.,LTD. 

 TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED 

PT. ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA 

（注）TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.は、Tri-En TOENEC Co.,Ltd.への事業移管が終了し清算手続き中

である。 

(２) 持分法の適用に関する事項 

持分法適用関連会社の数 ４社 

すべての関連会社を持分法適用の範囲に含めている。 

持分法適用関連会社の名称 ＰＦＩ豊川宝飯斎場株式会社 

 株式会社中部プラントサービス 

 Tri-En TOENEC Co.,Ltd. 

 HAWEE MECHANICAL AND ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY 

当連結会計年度にて、HAWEE MECHANICAL AND ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY を持分法適用の範囲

に含めている。同社への出資が当連結会計年度末であることから、持分法による投資損益は発生してい

ない。 

また、持分法適用関連会社のうち Tri-En TOENEC Co.,Ltd.の決算日は 12 月 31 日であり、持分法の

適用にあたっては、同社の事業年度に係る計算書類を使用している。 

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち統一能科建筑安装(上海)有限公司、TOENEC(THAILAND)CO.,LTD.、TOENEC 

PHILIPPINES INCORPORATED、PT. ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA の決算日は 12 月 31 日であり、連結計

算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っている。 

また、その他の連結子会社については決算日に相違はない。 

(４) 会計方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法 

評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 
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② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金 個別法による原価法 

材料貯蔵品・商品 主として移動平均法による原価法 

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定 

③ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 主として定率法 

ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く）、2016 年 4 月

1 日以降に取得した建物附属設備及び構

築物、機械装置のうち太陽光発電事業用

設備については定額法 

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法 

無形固定資産 定額法 

④ 重要な引当金の計上基準 

ｲ.  貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

ﾛ.  工事損失引当金は、将来の工事損失の発生に備えるため、工事損失が確実視される場合に当連結

会計年度末において合理的に見積もることができる工事損失見込額を計上する方法によっている。 

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

ｲ． 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）による定額

法により費用処理している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生した連結会計年度から費用処理し

ている。 

なお、一部の連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。 

ﾛ． 収益及び費用の計上基準 

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりである。 

・工事契約 

当社グループは、配電線工事、地中線工事、屋内線工事、空調管工事及び通信工事を請け負っ

ている。 

これらの取引については、一定の期間にわたり履行義務を充足することから、期間がごく短い

工事契約を除き、その進捗度に応じて収益を認識している。進捗度の見積りは、実施した工事に

関して発生した工事原価が、完成までに予想される工事原価総額に占める割合（インプット法）

を使用している。 
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工事収益総額の見積り、完成までの進捗状況に変更が生じる可能性がある場合、見積りの見直

しを行っている。なお、変動対価等を含む収益の額に重要性はない。また、約束した対価の金額

に重要な金融要素は含まれていない。 

・太陽光発電事業 

当社グループは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した太陽光発電事業を営んで

いる。検針日から期末までの売電量を見積もって計上することで、会計期間に対応した収益を認

識している。 

ﾊ. のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、発生原因に応じ 20 年以内で均等償却している。 

２．会計方針の変更に関する注記 

(１) 収益認識に関する会計基準等の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。 

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。 

① 工事契約に係る収益認識 

設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、期間がごく短

い工事契約を除き、すべての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認

識する方法に変更している。 

② 太陽光発電事業に係る収益認識 

エネルギー事業における太陽光発電事業に係る収益について、従来は、検針日基準に基づき計上し

ていたが、検針日から期末までの売電量を見積もって計上し、会計期間に対応した収益を認識する方

法に変更している。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。 

この結果、利益剰余金の当期首残高は 158 百万円増加している。また、当連結会計年度の売上高、営

業利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微である。 

(２) 時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号 2019 年 7月 4日）第 44-2項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、連結計

算書類に与える影響はない。 



 

11 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにあたっては、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出

している。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結

会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりである。 

(１) 工事契約に係る収益認識 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事契約の売上高 79,752 百万円  

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報 

設備工事業における工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間

がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一

定の期間にわたり認識している。なお、進捗度の見積りは、実施した工事に関して発生した工事原価

が、完成までに予想される工事原価総額に占める割合（インプット法）を使用している。 

決算日における履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、施工部署が作成した実行予算を基礎とし

ており、発注者又は外注業者等との間で行われた協議の結果に関する情報を主要な仮定として織り込

んでいる。 

こうした協議の結果は、経済状況による材料費・外注費の変動や設計変更などにより変化するため、

不確実性の要素を含んでおり、将来の収益に重要な影響を及ぼす可能性がある。 

(２) 固定資産の減損損失の認識の要否 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している建設仮勘定には、静岡県における未稼働の太陽

光発電事業に関するものが含まれている。この事業案件（以下、本案件）は、「静岡県環境影響評価

条例」の改正により環境影響評価が必要となり、当初の計画に比べ進捗が滞っていることに加え、「再

生可能エネルギーの固定価格買取制度」の改正、周辺住民の反対により事業環境が著しく悪化してお

り、減損の兆候が認められる。このため、減損損失の計上の要否について検討を行った結果、割引前

将来キャッシュ・フローの総額が建設仮勘定の帳簿価額 9,300 百万円を上回ったことから、減損損失

は計上していない。 

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報 

当社グループは、原則として、太陽光発電事業については案件ごとにグルーピングを行っている。 

減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロ

ーの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。判定の結果、割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額

を回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、帳簿価額の減少額は

減損損失として認識する。 

未稼働の太陽光発電事業の将来キャッシュ・フローの見積りは、案件ごとの事業計画を基礎として

おり、売電収入は年間の発電量を予測することで算定しているが、これには日照時間・天候・地形・

パネルの角度等不確実性を伴う仮定を用いている。また、本案件については、環境影響評価や周辺住

民への対応など、運転開始に向けて解決すべき課題がある。 
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４．連結貸借対照表に関する注記 

(１) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産 

下記の資産は当社が出資しているＰＦＩ事業会社（９社）の金融機関からの借入債務に係る担保に

供している。 

投資その他の資産  

  投資有価証券 64 百万円 

  その他（長期貸付金） 15 百万円 

計 80 百万円 

② 担保に係る債務 

担保に係る債務はない。 

(２) 受取手形・完成工事未収入金等のうち顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額 

・受取手形 768 百万円 

・電子記録債権 

・完成工事未収入金 

4,370 百万円 

46,076 百万円 

・未収入金 

・契約資産 

2,948 百万円 

15,357 百万円 

(３) 有形固定資産の減価償却累計額  

67,373 百万円 

５．連結損益計算書に関する注記 

(１) 売上高のうち顧客との契約から生じる収益の金額 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「８．収益認識に関する注記 (１) 顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載している。 

(２) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 

28 百万円 

(３) 研究開発費の総額 

455 百万円 

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(１) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 

普通株式 19,329,990 株 

(２) 剰余金の配当に関する事項 

① 2021 年 6 月 25 日開催第 103 回定時株主総会決議による配当に関する事項 

・配当金の総額 1,588 百万円 

・１株当たり配当額 85 円 

・基準日 2021 年 3 月 31 日 

・効力発生日 2021 年 6 月 28 日 
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② 2021 年 10 月 28 日開催取締役会決議による配当に関する事項 

配当金の総額 841 百万円 

１株当たり配当額 45 円 

基準日 2021 年 9 月 30 日 

効力発生日 2021 年 11 月 30 日 

③ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

配当金の総額 1,682 百万円 

１株当たり配当額 90 円 

基準日 2022 年 3 月 31 日 

効力発生日 2022 年 6 月 29 日 
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７．金融商品に関する注記 

(１) 金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、安全性の高い金融資産で資金運用し、銀行等金融機関からの借入れ・社債発行で資

金調達するほか、中部電力グループ内のキャッシュ・マネジメント・サービスを利用して資金運用及び

資金調達することとしている。 

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、主要な取引先の状況を定

期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、工事部門及び管理部門が連

携し、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。 

預け金は、中部電力グループ内のキャッシュ・マネジメント・サービスによるものである。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）

の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。 

営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが 1 年以内の支払期日である。 

社債及び借入金は、運転資金及び太陽光発電事業投資等を目的とする資金調達である。 

リース債務は、主に太陽光発電事業用設備及び事業用車両の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るものである。 

(２) 金融商品の時価等に関する事項 

2022 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

ある。 

（単位：百万円） 

区 分 
連結貸借対照表 

計 上 額 
時 価 差 額 

(1)投資有価証券（※２） 13,891 13,891 ― 

資産計 13,891 13,891 ― 

(1)社債 8,400 8,376 △23 

(2)長期借入金（※３） 24,545 24,515 △29 

(3)リース債務 62,933 61,865 △1,067 

負債計 95,878 94,757 △1,121 

（※１）「現金預金」、「預け金」、「受取手形・完成工事未収入金等」、「支払手形・工事未払金等」及び 

「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの

であることから、記載を省略している。 

（※２）市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含めていない。当該金融商品の連結貸借

対照表計上額は以下のとおりである。 

区 分 当連結会計年度（百万円） 

非上場株式等 14,986 

（※３）１年以内返済予定の長期借入金は、「（2）長期借入金」に含めている。 
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(３) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類している。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。 

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計 

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 13,891 ― ― 13,891 

資産計 13,891 ― ― 13,891 

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計 

社債 ― 8,376 ― 8,376 

長期借入金（※１） ― 24,515 ― 24,515 

リース債務 ― 61,865 ― 61,865 

負債計 ― 94,757 ― 94,757 

（※１）１年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めている。 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

・投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ

の時価をレベル１の時価に分類している。 

・社債及び長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を同様の社債発行又は新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類している。 

・リース債務 

リース債務の時価は、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される条件により算定して

おり、レベル２の時価に分類している。 
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８．収益認識に関する注記 

(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

 設備工事業 エネルギー事業 計 
その他 

（注） 
合計 

配電線工事 

地中線工事 

屋内線工事 

空調管工事 

通信工事 

エネルギー事業 

その他 

73,515 

9,677 

64,723 

35,827 

19,869 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

11,582 

― 

73,515 

9,677 

64,723 

35,827 

19,869 

11,582 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

4,383 

73,515 

9,677 

64,723 

35,827 

19,869 

11,582 

4,383 

顧客との契約 

から生じる収益 
203,614 11,582 215,196 4,383 219,580 

その他の収益 ― ― ― 36 36 

外部顧客との 

収益 
203,614 11,582 215,196 4,420 219,617 

（注）「その他」の区分には、商品販売、賃貸リース、損害保険代理業等を含んでいる。 

(２) 収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

に関する注記等 （４）会計方針に関する事項 ⑤その他連結計算書類の作成のための基本となる重要

な事項 ﾛ．収益及び費用の計上基準」に記載している。 

(３) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 

① 契約資産及び契約負債の残高等 

当連結会計年度における顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末

残高は次のとおりである。 

（単位：百万円） 

 期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 48,932 54,163 

契約資産 10,637 15,357 

契約負債 2,218 2,533 

契約資産は主に、顧客との契約について期末日時点で一部の履行義務を果たしているが、まだ請

求していない財又はサービスに係る対価に対する当社グループの権利に関連するものである。契

約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられる。 

契約負債は主に、顧客から工事代金として受け入れた前受金である。期首現在の契約負債残高の

ほとんどすべてを、当連結会計年度に収益として認識している。 

また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識

した収益の額に重要性はない。 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

期末日時点で残存履行義務に配分した取引価格の総額は、当連結会計年度末において 103,825 百万

円である。当該金額は、主に工事契約に係るものであり、工事の進捗に応じて約７割は１年以内に、

約３割は１年超３年以内に収益認識する予定である。 
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９．１株当たり情報に関する注記 

(１) １株当たり純資産額 

6,772 円 38 銭 

(２) １株当たり当期純利益 

443 円 23 銭 

１０．その他の注記 

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。 



第１０４期 （単位：百万円）

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

当期首残高 7,680 6,831 7 6,839 1,639 100 1,243 9 69,200 7,554 79,748

会計方針の変更による
累積的影響額 120 120

7,680 6,831 7 6,839 1,639 100 1,243 9 69,200 7,675 79,868

当期変動額

剰余金の配当 △2,429 △2,429

固定資産圧縮積立金の取崩 △11 11 - 
特別償却準備金の取崩 △9 9 - 
別途積立金の積立 4,700 △4,700 - 
当期純利益 6,724 6,724

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

- - 0 0 - - △11 △9 4,700 △383 4,294

当期末残高 7,680 6,831 8 6,840 1,639 100 1,231 － 73,900 7,292 84,163

株主資本 評価・換算差額等

当期首残高 △1,545 92,722 7,160 7,160 99,883

会計方針の変更による
累積的影響額 120 120

△1,545 92,843 7,160 7,160 100,004

当期変動額

剰余金の配当 △2,429 △2,429

固定資産圧縮積立金の取崩 - - 
特別償却準備金の取崩 - - 
別途積立金の積立 - - 
当期純利益 6,724 6,724

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 0 0 0

492 492 492

△2 4,292 492 492 4,784

当期末残高 △1,548 97,136 7,652 7,652 104,789

当期変動額合計

会計方針の変更を反映した
当期首残高

会計方針の変更を反映した
当期首残高

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

株主資本

利　益
剰余金
合　計

特別償却
準 備 金

海 外 市 場
開拓積立金

固 定 資 産
圧縮積立金

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

純資産合計自　己
株　式

評価・換算
差　額　等
合　　　計

当期変動額合計

株　主
資　本
合　計

株　主　資　本　等　変　動　計　算　書 

2021年  4月 1日から
2022年  3月31日まで

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

その他
資　本
剰余金

資本金 資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

  18
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法 

評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

(２) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金 個別法による原価法 

材料貯蔵品・商品 移動平均法による原価法 

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定 

(３) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 定率法 

ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く）、2016 年 4 月

1 日以降に取得した建物附属設備及び構

築物、機械装置のうち太陽光発電事業用

設備については定額法 

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

無形固定資産 定額法 

(４) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

② 工事損失引当金は、将来の工事損失の発生に備えるため、工事損失が確実視される場合に当事業年

度末において合理的に見積もることができる工事損失見込額を計上する方法によっている。 

③ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上している。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）による定額法

により費用処理している。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生した事業年度から費用処理している。 
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(５) 収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりである。 

① 工事契約 

当社は、配電線工事、地中線工事、屋内線工事、空調管工事及び通信工事を請け負っている。 

これらの取引については、一定の期間にわたり履行義務を充足することから、期間がごく短い工

事契約を除き、その進捗度に応じて収益を認識している。進捗度の見積りは、実施した工事に関し

て発生した工事原価が、完成までに予想される工事原価総額に占める割合（インプット法）を使用

している。 

工事収益総額の見積り、完成までの進捗状況に変更が生じる可能性がある場合、見積りの見直し

を行っている。なお、変動対価等を含む収益の額に重要性はない。また、約束した対価の金額に重

要な金融要素は含まれていない。 

② 太陽光発電事業 

当社は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した太陽光発電事業を営んでいる。検針

日から期末までの売電量を見積もって計上することで、会計期間に対応した収益を認識している。 

(６) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連

結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。 

２．会計方針の変更に関する注記 

(１) 収益認識に関する会計基準等の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。 

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。 

① 工事契約に係る収益認識 

設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、期間がご

く短い工事契約を除き、すべての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収

益を認識する方法に変更している。 

② 太陽光発電事業に係る収益認識 

エネルギー事業における太陽光発電事業に係る収益について、従来は、検針日基準に基づき計上

していたが、検針日から期末までの売電量を見積もって計上し、会計期間に対応した収益を認識す

る方法に変更している。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、

当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。 

この結果、利益剰余金の当期首残高は 120 百万円増加している。また、当事業年度の売上高、営業利

益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微である。 
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(２) 時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する

会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時

価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、計算書類

に与える影響はない。 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにあたっては、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出して

いる。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書

類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりである。 

(１) 工事契約に係る収益認識 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事契約の売上高 66,280 百万円 

② 会計上の見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報 

連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ている。 

(２) 固定資産の減損損失の認識の要否 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

当事業年度末の貸借対照表に計上している建設仮勘定には、静岡県における未稼働の太陽光発電事

業に関するものが含まれている。この事業案件は、「静岡県環境影響評価条例」の改正により環境影

響評価が必要となり、当初の計画に比べ進捗が滞っていることに加え、「再生可能エネルギーの固定

価格買取制度」の改正、周辺住民の反対により事業環境が著しく悪化しており、減損の兆候が認めら

れる。このため、減損損失の計上の要否について検討を行った結果、割引前将来キャッシュ・フロー

の総額が建設仮勘定の帳簿価額 9,300 百万円を上回ったことから、減損損失は計上していない。 

② 会計上の見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報 

連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ている。 

４．貸借対照表に関する注記 

(１) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産 

下記の資産は当社が出資しているＰＦＩ事業会社（９社）の金融機関からの借入債務に係る担保に

供している。 

 投資有価証券  28 百万円 

 関係会社株式  36 百万円 

 長期貸付金  15 百万円 

計  80 百万円 

② 担保に係る債務 

担保に係る債務はない。 



 

22 

 

(２) 有形固定資産の減価償却累計額 

63,051 百万円 

(３) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

・短期金銭債権 531 百万円 

・長期金銭債権 457 百万円 

・短期金銭債務 1,598 百万円 

・長期金銭債務 213 百万円 

５．損益計算書に関する注記 

(１) 関係会社との取引高 

・売上高 1,032 百万円 

・売上原価 11,404 百万円 

・販売費及び一般管理費 1,160 百万円 

・営業取引以外の取引高 352 百万円 

(２) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 

28 百万円 

(３) 研究開発費の総額 

455 百万円 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式 640,758 株 
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７．税効果会計に関する注記 

(１) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

貸倒引当金  701 百万円 

未払賞与金  1,640 百万円 

未払事業税  145 百万円 

未払退職年金掛金  53 百万円 

退職給付引当金  5,514 百万円 

投資有価証券評価損  541 百万円 

減損損失  290 百万円 

資産除去債務  1,151 百万円 

その他  176 百万円 

繰延税金資産小計  10,215 百万円 

評価性引当額  △967 百万円 

繰延税金資産合計  9,248 百万円 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △3,317 百万円 

固定資産圧縮積立金  △535 百万円 

資産除去債務に対応する除去費用  △936 百万円 

その他  △121 百万円 

繰延税金負債合計  △4,911 百万円 

繰延税金資産の純額  4,337 百万円 

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率  30.30％ 

（調整）   

永久に損金に算入されない項目  0.73％ 

永久に益金に算入されない項目  △0.58％ 

住民税均等割    1.42％ 

評価性引当額の増減  △0.37％ 

その他  △0.78％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  30.72％ 
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８．関連当事者との取引に関する注記 

(１) 親会社及び法人主要株主等 

重要性が乏しいため、記載を省略している。 

(２) 兄弟会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

親会社の 

子会社 

中部電力 

パワーグ 

リッド 

株式会社 

なし 工事請負 
電気工事の受注 

（注）１ 

72,858 

 

完成工事未収入金 

未成工事受入金 

12,419 

13 

親会社の 

子会社 

株式会社 

中電オート 

リース 

なし 
事業用車両

のリース 

リースによる車両の取得 

（注）２ 

リース債務の返済 

（注）２ 

リース債務利息の支払い 

（注）２ 

1,211 

 

1,049 

 

184 

 

リース債務(流動) 

リース債務(固定) 

1,064  

5,001 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ取引金額を決定している。 

２．当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

９．収益認識に関する注記 

連結注記表「８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。 

１０．１株当たり情報に関する注記 

(１) １株当たり純資産額 

5,606 円 94 銭 

(２) １株当たり当期純利益 

359 円 80 銭 

１１．その他の注記 

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。 
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